
【
７
０
頁
】禅

師
広
嶋
ヨ
リ
御
供

山
口
柴
崎
吉
備
ト
云

居
り

後
香
積
寺
ニ
住
ス

■

江
移
り

注
１

善
福
カ

香
積
寺
二
代
乾
鼎

代
同
寺
天
樹
院
御
引
せ
同
断

平
安
寺
ヲ
被
遣

注
２

松
寿
君

御
位
牌
安
置

住
職

注
３
秀
就
公
御
嫡
松
雲
院
清
秀
宗
珪
御
廟

江
戸
享
徳
寺
塔
頭
間
神
童
元
和
九
二
月
七
日

代
延
宝
十
平
安
寺
ヲ
改
松
雲
院

本
寺
南
禅

被
仰
付
候

四
代
元
西
堂

寺

什
書
等
天
和
三
戌
三
月
堀
内
類
焼
今
僅
ニ
残
ル

天
正
・
元
和
等
之

御
判
物
ア
リ

往
古
ノ
釣
鐘
唐
金
と
相
見
江

太
平
拾
年
二
月
青
金

■
入

有
之

其
外
銘
見
ヘ
兼
少
損
シ
有
之

鋳
掛
被
仰
付
置
候
処

鋳

カ

三
百
斤
ト

享
保
七
寅
御
位
牌
御
百
年
忌
ニ
付

前
年
鋳
替
被
仰
付

右
之
鐘
ハ

公
儀
被
召
上
候

寺
地
今
養
学
院
ノ
北
ノ
所

類
焼
後
御
引
寺

土
地

長
蔵
寺
ニ
而
有
之
所

彼
所
濁
淵
江
御
取
替
被
仰
付
候

て

一

濱
崎

は
明
暦
元
泉
州
堺
よ
り
勧
請

由
ハ
其
比

濱
崎

住
吉
社

来

こ

ろ

【
７
１
頁
】廻

船
大
阪
上
り
ニ
一
ノ
洲
沖

ニ
テ
難
風
命
も
危
ク

船
頭
舸
子
共
ニ
住
吉
江

注
１

立
願
仕

此
度
無
難
に
お
ゐ
て
ハ
濱
崎
江
勧
請
し
て

長
く
可
尊
敬
と

へ

其
加
護
に
て

諸
廻
船
数
十
艘
破
舟
之
所

長
門
船
計
り
助
か
り

翌
日
堺
江
参
り

神
主
田
中
右
衛
門
太
夫
江
趣
申
入
相
談
し
て

御
神

へ

大

へ

躰
成
就
之
上

濱
崎
舟
江
奉
乗

帰
着
之
上

春
日
の
社
家

中
津
江

権
少
輔

へ
相
頼
ミ
靏
江
夷
森

江

注
２

注
３

注
４

へ
仮
ニ
奉
移

御
代
官
中

井
忠
右
衛
門

恵
美
須

井
上
の
誤
記

右
之
趣
申
出

職
役
榎
遠
江
殿
被
聞
召

神
妙
ニ
思
召

社
可
立
由
被
仰

出
候

船
持
問
屋
中
相
談

明
暦
四

五
月
朔
日
相
願

只
今
之
社
地
表

＝
「
山
口
柴
崎
善
福
（寺
）江
移
り
」と
書
こ
う
と
し
た
の
で
は
？

【注
１
】山
口
柴
崎
吉
備
ト
云
■

＝
松
雲
院
第
２
代
住
職
。

頁
７
行
目
及
び
注
１
参
照
。

【注
２
】乾
鼎

63

＝
松
寿
丸
。
毛
利
秀
就
二
男
。
元
和
９
年
早
世
。

【
注
３
】松
寿
君

九
間
入
廿
間

地
拝
領

御
社
奉
移

社
手
狭
ニ
付

隣
屋
敷
小
林

注
５

勘
左
衛
門
居
屋
敷
所
望
仕

寛
文
五

六
月
廿
八
日
受
取

後
又
後
根

長
左
衛
門

・
後
根
長
太
夫
所
持
之
屋
敷
所
望
仕

只
今
之
社
地

注
６

大

【
７
２
頁
】廣

く
候
得
共

社
建
立
銀
子
余
分
ニ
付

問
屋
船
持
中
方
便
難
成

操

注
１

あ
や
つ
り

芝
居
相
願

両
度
込

入
仕

尚
権
少
輔

申
合

市
中
并
近
浦

注
２

追
込
み
入
れ
カ

奇
進
ヲ
進
メ

公
儀
よ
り
も
竹
木
採
用
被
仰
付

万
治
二
年
社

寄

靏
江
よ
り
遷
宮
相
成
候

公
儀
よ
り
御
祝
米
壱
荷

町
奉
行

成
就

注
３

井
上
忠
右
衛
門
迄
御
奉
書
被
成
下
候

祭
礼
之
儀
万
治
弐

六
月
廿
九
日

よ
り
始
リ
候

市
中
よ
り

少

キ
車
ヲ
錺
リ
子
共
ニ
引
せ
濱
崎
よ
り
も

少

キ
車
を
船

小
の
誤
記

供

小
の
誤
記

子

に
引
せ
舟
哥
を
う
た
ひ
花
ひ
し
り
少
々
通
り
物
杯
仕

後
年
弥
増

共

聖

御
繁
昌

市
中
よ
り
通
リ
物

弥
々
物
踊
り
等
弐
町
よ
り
順
番
ニ
〆
元
禄
三
御

之
時
節

祭
祀
神
事

当
役
福
原
隠
岐
殿

御
代
官
杉
原
太
郎
左
衛
門

注
４

注
５

靏
江
森
江

餘
時
ニ
両
年
右
之
通
之
所

同
五
年
被
相

被
仰
付

神
輿

＝
大
阪
天
保
山
の
沖
に
立
つ
澪
標
（
み
お
つ
く
し
）
は
諸
国
の
廻
船
に
水
深
の
深
い
安
全
な
水

【
注
１
】
一
ノ
洲
沖

路
を
知
ら
せ
る
た
め
の
杭
で
、
川
と
海
と
の
境
で
あ
る
「
一
之
洲
」
に
立
つ
も
の
を
一
番
と
し
、
そ
こ
か
ら

川
上
に
向
か
っ
て
十
番
ま
で
設
置
し
た
。
第
一
番
の
澪
標
は
上
部
の
形
か
ら
俗
に
「鯖
の
尾
」と
も
呼
ば
れ

浪
速
第
一
の
景
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

＝
中
津
江
氏
は
代
々
吉
見
氏
に
仕
え
た
が
、
中
山
重
美
の
時
吉
見
氏
が
滅
亡
し
た
た

【
注
２
】
中
津
江
権
少
輔

め
禄
を
離
れ
た
。
毛
利
秀
就
に
抱
え
ら
れ
た
時
か
ら
中
山
氏
に
改
め
た
。

＝
恵
美
須
の
森
に
鎮
座
三
カ
年
（
「萩
市
史
」第
三
巻

頁
）

【
注
３
】靏
江
夷
森

400

＝
井
上
忠
右
衛
門
元
重
の
誤
記
（
本
文

「
萩
市
史
」
第
三
巻

【
注
４
】
中
井
忠
右
衛
門

頁
５
行
目
お
よ
び

72

400

頁
）。
明
暦
二
年
八
月
九
日
よ
り
寛
文
二
年
ま
で
濱
崎
代
官
（
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧

頁
）

271

頁
で
は
「

」と
な
っ
て
い
る
。

【注
５
】表
九
間
入
廿
間

表
九
間
半
入
廿
間

＝
「
萩
市
史
」第
一
巻
349

＝
後
根
氏
は
大
内
弘
貞
を
祖
と
す
る
。
代
々
大
内
氏
に
仕
え
、
大
津
郡
瀬
戸
崎
・
向

【
注
６
】
後
根
長
左
衛
門

津
具
を
知
行
し
た
。
居
宅
は
瀬
戸
崎
に
あ
っ
た
。
天
文
二
十
年
大
内
義
隆
が
陶
晴
賢
の
叛
に
遭
っ
北
浦

に
遁
れ
て
く
る
と
、
瀬
戸
崎
の
後
根
盛
道
は
義
隆
を
平
舟
に
乗
せ
て
豊
後
に
逃
れ
さ
せ
よ
う
と
し
た

が
、
荒
海
に
阻
ま
れ
て
漕
ぎ
戻
り
、
遂
に
大
寧
寺
の
供
奉
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
大
内
氏
滅
亡
後
、
そ
の

子
盛
勝
の
代
か
ら
吉
見
氏
に
仕
え
、
川
島
に
所
領
を
得
た
。
（「萩
市
史
」第
一
巻

頁
）

84
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VER.0.3「古実記」（その５）

止

前
々
之
通
相
成
候

青
雲
院
様
御
下
向
之
節

御
船
中
難
風

毛

利

吉

廣

【
７
３
頁
】被

遊

御
祈
誓

御
帰
城
之
上
御
代
参
児
玉
将
監
殿

銀
子

注
１

注
２

拾
枚
御
備
ヘ
北
国
問
屋
中
請
取
利
倍
仕

銀
高
ニ
相
成

御

仕
頼

供

御
船
倉
悩
銀

ニ
被
仰
付

正
徳
四

浦
殿

・
日
野
殿

両
職
之
時
造
営

注
３

注
４

注
５

之
節

右
銀
取
下
ケ
候
而

御
社
万
治
弐
年
よ
り
五
度
北
国
問
屋
中

て

よ
り
造
営

棟
札
万
治
弐
小
林
氏
筆

寛
文
弐

奥
平
勘
右
衛
門
筆

延
宝
七
巳
末

李
家
織
ノ
介
筆

元
禄
元
癸
酉
正
徳
四
申
午

同
具
足
ア
リ

佐
々
木
源
六
筆

殿
様
御
寄
進
之
絵
馬
并
嶋
田
孫
助
殿
注
６

一

能
州
惣
持
寺
開
山
不
見
妙
見
和
尚

応
永

総
源
山
海
潮
寺

注
７

ソ

ウ

注
８

十
七
遷
化

當
寺
ハ
石
州
湯
ノ
津
ニ
テ
号
湯
津
山
海
蔵
寺

十
一
世
天
大

ト

ウ

シ

ン

之
時

輝
元
公
御
打
入
之
節

依

仰
今
ノ
寺
地
拝
領

改
寺
号
・
山

お
お
せ
に
よ
っ
て

号

十
四
世
義
宝
良
鐘

本
輪
番

之
節

慶
安
弐
巳
二
月
廿
二
日
夜

注
９

も

と

り

ん

ば

ん

＝
土
地
を
次
々
に
買
い
取
っ
て
資
金
が
余
分
に
掛
か
っ
た
と
い
う
意
味
。
資
金
不
足
を

【
注
１
】
銀
子
余
分
ニ
付

補
う
た
め
に
操
り
芝
居
を
催
し
た
。

＝
中
津
江
権
少
輔

【注
２
】
権
少
輔

頁
で
は
「
米
五
荷
（
二
石
）
」と
あ
る
。

【注
３
】公
儀
よ
り
御
祝
米
壱
荷
＝
「
萩
市
史
」第
一
巻
349

＝
福
原
広
俊
。
元
禄
五
年
六
月
廿
八
日
〜
同
八
年
四
月
四
日
当
職
。
元
禄
八
年
四
月
五

【
注
４
】
福
原
隠
岐

日
卒
、
五
八
才
。

＝
杉
原
太
郎
左
衛
門
就
房
。
元
禄
五
〜
七
年
濱
崎
代
官
。
（
山
口
県
近
世
史
研
究

【
注
５
】
杉
原
太
郎
左
衛
門

要
覧

頁
）

271

【
７
４
頁
】自

亨
徳
寺
出
火
之
節

寺
宝
等
不
残
焼
失

作
仏
・
書
画
等
畧
之

石
塔
五
輪
野
面

ト
モ
左
之
通

北
条
氏
直

ノ
室

注
１

注
２

法
名
畧
之

寛
永
七

六
月
廿
七
日

同
息
女
挌
姫

同
十
八

十
一
月
九
日

注
３
同
上

注
４

注
５

信
常
右
京

大
照
公
殉
死

井
原
四
郎
右
衛
門
就
久

ノ

ブ

ツ

ネ

毛

利

秀

就

同
上

同
上

明
暦
四

八
月
二
日
嶋
田
孫
助

元
禄
十

二
月
廿
二
日
自
愛
軒
藤
居
士

嶋
田
孫
介

享
保
十
一
午
十
一
月
四
日

鐘
楼
棟
札
万
治
三
子

額
一
天

東
向
寺

泰
林
筆

注
６

一

ハ
輝
元
公
御
簾
中
御
在
世
之
内

慶
安
八
・
九
之

比
於
山
口
御
建

清
光
寺

注
７

南

の

御

方

、

清

光

院

慶

長

カ

こ

ろ

立
之
由

彼
地
興
正
寺
屋
敷
ト
云

旧
地
有
之
ト
云

前
ニ
記
之

一

相
断

伊
豫
八
幡
ハ
元
就
公
伊
予
御
陳
之
時
神
殿
放
火
ア
リ

神
主
色
注
８

陣

イ
ロ
ヲ

不
叶
ニ
付

神
主
モ
焼
死
仕
候

後
又
御
陳
ニ

於
焼
跡
奇
意
怪
我
有
之

陣

け

が

＝

【注
１
】
御
船
中
難
風
被
遊

＝
児
玉
将
監
廣
俊
。
継
井
原
彦
右
衛
門
就
俊
家
（井
原
廣
俊
）
。

【
注
２
】児
玉
将
監

＝
「悩
」
（な
や
み
）は
藩
府
負
担
の
工
事
の
こ
と
。

【注
３
】
悩
銀

＝
浦
兵
助
元
敏
。
正
徳
三
年
一
二
月
十
九
日
よ
り
享
保
三
年
六
月
十
二
日
ま
で
当
職
。

【注
４
】
浦
殿

＝
日
野
勘
解
由
元
幸
。
正
徳
三
年
一
二
月
十
九
日
よ
り
同
四
年
八
月
ま
で
当
職
。

【注
５
】日
野
殿

＝

頁
注
２
参
照
。

【注
６
】
嶋
田
孫
助

41

曹
洞
宗
の
始
祖
・
道
元
禅
師
の
嫡
弟
子
。

【注
７
】妙
見
和
尚
＝
曹
洞
宗
不
見
派
妙
見
和
尚
は

＝
第
十
一
世
は
正
達
（
「萩
市
史
」
第
三
巻

頁
）

【注
８
】
天
大

481

＝
（り
ん
ば
ん
）
順
次
に
或
期
間
、
寺
院
の
事
務
を
司
る
僧
の
役
名
。
寺
院
の
番
守
を
す
る
。

【
注
９
】輪
番
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７
５
頁
】御

馬
茂
不
進

神
宮
御
建
立
可
有
と
也

御
勝
利
ノ
後

本
ノ
跡
江
御
建
立

も

元

諸
所
ノ
合
戦
ニ
被

丹
精
候

隆
元
公
御
同
前
ニ
御
尊
敬
な
り

抽

一

輝
元
公
萩
御
打
入

御
屋
敷
様

御
不
例
甚
敷

八
幡
御
詫
ニ

注
１

御
先
代
ニ
替
リ
御
信
心
軽
く
神
慮
薄
く
と
の
儀
ニ
付

宥
英

満
願
寺

法
印

被
仰
合

御
心
願
有
之
処

御
病
人
御
順
快
ニ
付

社
御
建
立
勧
請

注
２

を
以

州
江
被
遣

新
居
郡
金
子
村

為
御
迎
椿
乃
社
人
先
祖
青
山
市
之
介
注
３

与予

正
一
位
伊
与
八
幡
ヨ
リ
社
家
矢
野
伯
耆
守
統
信

守
リ
来
ル
也

元
和
六
申

注
４

伊

予

卯
月
棟
札
ニ
委
シ

凡
五
百
四
十
余
字

一

秀
就
御
代
麻
布
江
茂
伊
与

へ

も

八
幡
御
勧
請
ト
云
也

寛
永
七
午
九
月
御
再
興

棟
札
相
殿

帰
一

注
５

あ

い

ど

の

権
現
・
稲
荷
・
若
宮
等
建
立

委
敷
ハ
畧
之

同
末
社
竹
良
霊
社
ハ

く

わ

し

く

綱
廣
公
御
霊
夢
ア
リ

伊
与
神
主
枕
上

捨
身
焼
死
ル
事
ヲ
申

シ

怪
シ
キ
コ
ト

談

カ
ミ
ニ

＝
（の
づ
ら

石
工
用
語
）
山
か
ら
切
り
出
し
た
儘
で
加
工
し
て
い
な
い
石
の
自
然
の
肌
。

【注
１
】
野
面

＝
（

―

）国
王
丸
、
新
九
郎
、
従
五
位
下
・左
京
大
夫
、
見
性
斎
。
北
条
氏
政
の

【
注
２
】
北
条
氏
直

1562
1591

男
。
小
田
原
北
条
氏
最
後
の
当
主
で
、
今
川
氏
真
の
名
跡
を
も
継
承
。
本
能
寺
の
変
後
、
織
田
家
の
部

将
滝
川
一
益
を
神
流
川
で
破
っ
た
。
そ
の
後
、
旧
武
田
領
の
甲
信
地
方
へ
進
出
す
る
が
徳
川
家
康
に
阻

ま
れ
、
領
国
化
に
失
敗
し
た
。
豊
臣
秀
吉
の
関
東
惣
無
事
令
に
違
犯
し
た
と
さ
れ
、
天
正
十
八
年
（
一

五
九
〇
）
、
居
城
小
田
原
を
包
囲
さ
れ
降
服
開
城
。
岳
父
家
康
と
の
関
係
で
一
命
を
助
け
ら
れ
、
高
野

山
へ
蟄
居
し
た
。
翌
年
赦
免
さ
れ
た
が
そ
の
年
の
う
ち
に
疱
瘡
に
罹
り
死
去
し
た
。
室
は
徳
川
家
康
の
女

督
姫
（
良
照
院
）
。
氏
直
に
は
娘
が
２
人
い
た
が
、
長
女
は
池
田
利
隆
の
許
婚
と
な
っ
た
が
慶
長
７
年

歳

1
6
0
2

17

で
病
死
。
宝
珠
院
殿
華
庵
宗
春
大
禅
定
尼

。
次
女
は
夭
折
、
摩
尼
珠
院
殿
妙
勝
童
女
。

＝
注
２
参
照
。

【注
３
】
息
女
挌
姫

秀
就
の
小
姓
で
城
詰
で
あ
っ
た
が
秀
就
死
去
の
翌
日
（
慶
安
四
年
正
月
六
日
）
、
小
川

【
注
４
】
信
常
右
京
＝

1
6

5
1

兵
部
、
山
名
内
膳
、
祖
式
主
計
、
村
上
監
物
ら
と
共
に
萩
堀
内
の
小
川
兵
部
の
屋
敷
に
集
ま
り
殉

死
。

頁
参
照
。

62

＝
明
暦
四
年
八
月
二
日
死
、
齢
二
十
一
。

【
注
５
】井
原
四
郎
右
衛
門
就
久

年
目
慶
安
元
年
初
代
代
官

【注
６
】
東
向
寺
＝
天
草
松
栄
山
東
向
寺
（天
草
市
本
町
新
休
）
島
原
の
乱
か
ら

1
6

4
8

11

。
開
山
華
珪
法
禅
師
。
泰
林
光
心
は
道
行
兼
備
の
第
６
世
和
尚
。
享
保

年
没
。

鈴
木
重
成
が
建
立

1
7
2
7

13

＝
慶
安
年
中
は
四
年
ま
で
し
か
な
い
。

頁
に
は
慶
長
と
書
か
れ
て
い
る
。
清
光
院
の

【
注
７
】
慶
安
八
・
九
之
比

64

没
年
は
寛
永
８
年
。

＝
原
文
は
「
色
」
に
（
イ
ロ
ヲ
）と
振
り
仮
名
が
し
て
あ
る
が
、
「色
々
」で
は
な
い
か
。
色
々
協
力
を

【注
８
】
色
相
断

【
７
６
頁
】有

之

御
前
様

モ
同
夜
同
意
に
有
之

依
之
吉
川
惟
足

ヲ
被
召
呼

注
１

注
２

よ

し

か

わ

こ

れ

た

り

治
方
之
儀
繁
沢
次
郎
兵
衛

を
以
被
仰
合

惟
足
申
様

若
宮
ニ
被
成
御
祭
り
可

注
３

然
と
の
儀

吉
川
江
御
頼

京
都
江
被
罷
登

吉
田
殿

江
被
申
上

神
躰
霊
印
ノ

注
4

被
仰
付

修
理

・
肥
前

都
江

御
箱
成
就

為

迎
新
御
座

豊
丸

注
５

注
６

注
７

御

船

へ

御
上
せ
也

肥
前
ハ
惟
足
弟
子
ニ
付

京
よ
り
江
戸
江
下
り

修
理
右
ノ
印
ヲ

申
八
月
土
方
傳
右
衛
門

守
下
り

竹
良
霊
社
御
建
立
也

同
棟
札
ニ
委
シ
四
百
八
十
余
字
■
久
八

一

ハ
享
徳
年
中
開
基
ユ
ヘ
寺
号
ト
ス

御
打
入
前
ハ

吉
運
山
亨
徳
寺

こ

う

と

く

じ

江
向
ひ
寺
免
に
阿
り
其
所
を
今
寺
免
ト
云

河
添
宅
野
一
党
其
外
古
キ

地

面

地

面

り
往
古
ハ

百
姓
中
不
残
今
以
当
寺
旦
那
也

大
嶋
・
櫃
嶋
・
尾
嶋
・
羽
嶋

■

虫
損
。
「
な
」
カ

田
中
荒
神

当
寺
鎮
守
也
ト
申
傳
り

往
昔
ハ
真
言
宗
也

石
屋
十
一
代
ノ

法
孫

山
口
ノ
龍
福
寺
九
代
天
雅
賢
策
和
尚
ヨ
リ
元
亀
ノ
比
ヨ
リ

山

こ
ろ

（
萩
市
史
第
一
巻

頁
参
照
）

【注
１
】
御
屋
敷
様
＝
輝
元
長
女
於
姫
（当
時
５
歳
）
の
こ
と
。
後
、
吉
川
広
正
室
。

127

＝
満
願
寺
十
二
世
宥
英
法
印
。
満
願
寺
は
元
は
安
芸
国
吉
田
郡
山
の
寺
院
。
当
初
は
天
台

【
注
２
】
宥
英
法
印

宗
の
寺
で
あ
っ
た
が
毛
利
元
就
が
中
興
開
山
覚
秀
僧
都
を
招
き
真
言
宗
と
改
め
た
。
天
正
年
中
に
仁
和

寺
の
末
寺
と
な
り
、
毛
利
輝
元
の
防
長
移
封
、
萩
築
城
に
合
わ
せ
て
そ
の
二
の
丸
外
郭
へ
と
移
転
し
た
。

末
寺

ケ
寺
有
り
萩
藩
領
内
の
真
言
宗
寺
院
筆
頭
の
寺
で
あ
っ
た
。
寛
文
２
年
、
十
四
世
宥
俊
法
印
の

81

時
、
円
清
寺
と
の
本
末
争
い
で
一
時
期
白
潟
の
地
に
退
院
し
て
い
た
が
、
毛
利
綱
広
の
裁
定
で
満
願
寺
の

地
位
が
保
証
さ
れ
、
城
内
に
戻
っ
た
。

＝
椿
大
宮
司
青
山
市
之
助
元
親
。
輝
元
が
指
月
山
麓
に
築
城
の
際
、
奉
幣
使
と
し
て
春

【
注
３
】
青
山
市
之
介

日
大
宮
司
小
南
元
重
と
共
に
初
め
て
椿
八
幡
宮
地
主
神
社
・
八
幡
両
社
へ
心
願
。
ま
た
元
親
に
城
の
地

形
を
検
討
せ
し
め
た
と
こ
ろ
、
此
処
は
四
神
相
応
の
地
な
ら
ず
、
大
祭
を
行
い
お
城
の
正
南
に
当
た
る
椿

山
の
椿
八
幡
を
第
一
の
守
護
神
と
崇
め
る
事
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
（

）

萩
市
史
第
三
巻

頁
参
照

406

＝
伊
予
国
新
居
郡
金
子
村
伊
予
八
幡
宮
神
主
。
萩
古
実
未
定
之
覚
に
は
「
□
信
」

【
注
４
】
矢
野
伯
耆
守
統
信

と
書
か
れ
て
い
る
。

＝
（あ
い
ど
の
）
同
じ
社
殿
に
二
柱
以
上
の
神
を
合
祀
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
社
殿
。

【注
５
】相
殿



VER.0.3「古実記」（その５） 【
７
７
頁
】曹

洞
宗

慶
安
ノ
比
焼
失

旧
記
・
宝
物
悉
ク
焼
失

宗
瑞
公

注
１

こ

ろ

二
十
八

御
打
入
之
時
龍
昌
院

後
海
潮
寺
ノ
前
屋
敷
也

所
替
被
仰
付

注
２

四
世
宗
天
代
慶
安
之
比
焼
失

今
之
寺
地
江
所
替

御
打
渡
有

こ

ろ

御
両
国
石
一
銭
ノ
勧
進
ニ
て
本
堂
建
立
也

大
吉
丸
様

御
位
牌

注
３盃

夏

三
重

ア
リ
畧
之

古
佛
画
・
書
ア
リ
畧
之

釣
鐘
正
保
五
刃
戊
子

注
４

盛

カ

注
５

注

６

銅
金
塔
二
丈
五
尺
已
下

煩

銘
序
二
百
余
字

山
門
額

芟

黄
檗
獨
立

筆

ハ
ン
ヲ
カ
ル

所
々
額
六
世

外
筆

山
名
内
膳
就
行

墓
ア
リ

大
照
公
殉
死

雪

注
７

注
８

傳
外
以
心
居
士

其
外
畧
之

本
寺
山
口
龍
福
寺

注
９

一

福
源
山

ハ
古
ハ
東
福
寺
末
寺

藝
州
高
田
郡

楞
厳
寺
ト
云

徳
隣
寺

り

ょ

う

ご

ん

じ

開
山
者
厳
甫
恵
雄

大
旦
那
福
原
羽
州
貞
俊

慈

常
条
寺
開
山

恵

心

弟

子

注
１
０

父
越
後
守
廣
俊

元
就
公
御
祖
父
徳
隣
宗

成

為
菩
提

注
１
１

？

？

？

威
の
誤
記

＝
輝
元
室
、
南
の
御
方
。
清
光
院
。

【注
１
】
御
前
様

＝
（
よ
し
か
わ

こ
れ
た
り
、
元
和
２
年
〜
元
禄
７
年

月

日
。
江
戸
時
代
前
期
の
神
道

【
注
２
】
吉
川
惟
足

1
6
1
6

1
6
9
5

11

16

家
。
初
元
成
、
惟
足
・
従
時
。
尼
崎
屋
五
郎
左
衛
門
と
称
し
、
号
は
視
吾
堂
・
相
山
隠
山
・
相
隠
士
。
吉

川
神
道
の
創
始
者
。
姓
は
「
き
っ
か
わ
」
、
名
は
「
こ
れ
た
る
」
と
も
読
む
。
生
ま
れ
は
武
家
の
家
で
あ
っ
た

が
、
江
戸
日
本
橋
の
魚
商
に
養
子
に
入
り
家
業
を
継
い
だ
が
、
商
い
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

鎌
倉
へ
隠
居
。
承
応
２
年
京
都
へ
出
て
萩
原
兼
従
の
門
に
入
り
吉
田
神
道
の
口
伝
を
伝
授
さ
れ
、
新
し
い

1
6
5
3

流
派
を
開
い
た
。
吉
田
神
道
の
仏
教
的
色
彩
を
除
き
、
宋
儒
の
説
を
加
味
し
た
。
理
論
一
点
張
り
の
儒

者
の
神
道
で
は
な
く
宗
教
的
な
要
素
を
有
す
る
理
学
神
道
を
唱
え
た
。
そ
の
後
江
戸
に
戻
り
将
軍
徳
川

家
綱
を
始
め
、
紀
州
徳
川
家
・
加
賀
前
田
家
・
会
津
保
科
家
な
ど
の
諸
大
名
の
信
任
を
得
、
天
和
２
年

1
6
8
2

幕
府
神
道
方
に
任
じ
ら
れ
、
以
後
吉
川
家
の
子
孫
が
神
道
方
を
世
襲
し
た
。

＝
繁
沢
二
郎
兵
衛
就
充
。
実
益
田
越
中
元
堯
二
男
。
元
禄
八
年
没
。

歳
。

【注
３
】
繁
沢
次
郎
兵
衛

82

＝
注
５
参
照
。
萩
古
実
記
未
定
之
覚
で
は
安
芸
吉
田
（地
名
）。

【注
４
】吉
田
殿

＝
萩
古
実
記
未
定
之
覚
に
は
「
竹
良
霊
社
寛
文
八
年
社
司
河
野
修
理
吉
田
へ

【
注
５
】
神
躰
霊
印
ノ
御
箱
成
就

至
り
霊
印
し
箱
受
取
八
月
三
日
此
宮
え
移

俗
に
此
霊
社
を
伊
豫
之
神
主
河
野
か
霊
社
と
也
と
老
翁

聞
し
故
虚
実
は
不
知
」

＝
竹
良
霊
社
社
司
、
河
野
修
理
。
（萩
古
実
記
未
定
之
覚
）

【注
６
】
修
理

＝
吉
川
惟
足
の
弟
子
。

【注
７
】
肥
前

【
７
８
頁
】

江
御
供

秀
就
公
由
緒
御
存
知
ニ
て
御
意
ヲ
以

建
之

二
世
梅
淑
恵
海
注
１

代
相
願

於
八
丁
縄
手
ニ
寺
地
拝
領
之
処

正
保
三
戌
三
世
芳
淑

丹

秀

1
6
4
6

円
の
誤
記

注
２

今
ノ
所
也

所
替
承
応
弐
年
天
樹
院
開
山

丹

遵
長
老

1
6

5
3

円
の
誤
記

注
３

存
知
寄
を
以
今
ノ
寺
号
ニ
相
改

天
樹
院
末
寺
ト
成
ル

開
山
江へ

義
照
公

輝
元
公
よ
り
御
判
物

掩
粧
祥
室
妙
吉
禅
定
尼

足

利

毛

利

毛

利

元

就

の

母

注
４

御
位
牌
有

元
就
公
御
母
公

元
亀
元

十
二
月
御
廟
藝
州

1
5

7
0

注
５

庚

楞
厳
寺
ニ
て
福
原
家
墳
墓
二
所
ア
リ

五
輪
高
サ
三
尺
余

銘

り

ょ

う

ご

ん

じ

＝
意
味
不
明
。

【注
１
】二
十
八

＝
初
め
秀
就
生
母
の
菩
提
所
と
し
て
周
慶
寺
。
寛
文
四
年
毛
利
秀
就
室
龍
昌
院
の
菩
提
寺
。

【
注
２
】
龍
昌
院

龍
昌
院
は
越
前
松
平
中
納
言
源
秀
康
卿
長
女
。
喜
佐
姫
。

＝
毛
利
秀
就
四
男
。
初
市
丸
。
寛
永
七
年
庚
午
九
月
十
六
日
早
世
。
法
名
如
雲
良
幻
。
葬
江

【
注
３
】
大
吉
丸

戸
芝
泉
岳
寺
。
萩
洞
春
寺
有
位
牌
。

＝
初
夏
。
「盃
」は
「孟
」
の
誤
記
か
。
「孟
」は
（は
じ
め
）
の
意
。

【注
４
】孟
夏

。
細
々
し
た
こ
と
は
省
略
す
る
の
意
。

頁
５
行
目
に
同
じ
表
現
有
り
。

【注
５
】

煩
芟

＝
（は
ん
を
か
る
）

80

（
ど
く
り
ゅ
う
、
万
暦

年
２
月

日
〜
寛
文

年

月
６
日
）
中
国
明
末
に
生
ま

【
注
６
】
黄
檗
獨
立
＝

1
5
9
6

1
6
7
2

24

24

12

11

れ
、
清
初
に
日
本
に
渡
来
し
た
臨
済
宗
黄
檗
派
の
禅
僧
。
医
術
に
長
け
、
日
本
に
書
法
や
水
墨

画
、
篆
刻
を
伝
え
た
。
そ
の
書
の
識
見
は
高
く
中
国
伝
統
の
本
流
の
書
を
我
が
国
に
示
し
、
の
ち
の

唐
様
流
行
の
基
と
な
っ
た
。
ま
た
文
人
気
質
に
富
み
、
日
本
文
人
画
の
先
駆
け
と
な
る
水
墨
画
を

残
し
た
。
同
じ
く
帰
化
僧
の
化
林
性
偀
と
と
も
に
長
崎
桑
門
の
巨
擘
と
称
賛
さ
れ
る
。
篆
刻
に
お

い
て
も
日
本
篆
刻
の
祖
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
。
俗
姓
を
戴
、
諱
を
は
じ
め
観
胤
、
つ
い
で
観
辰
の
ち
に

笠
と
し
た
。
字
を
子
辰
の
ち
に
曼
公
。
日
本
で
得
度
し
た
後
は
独
立
性
易
（
ど
く
り
ゅ
う
し
ょ
う
え

き
）
と
僧
名
を
名
乗
っ
た
。
荷
鉏
人
、
天
外
一
閒
人
（
て
ん
が
い
い
っ
か
ん
じ
ん
）
、
天
間
老
人
、
就
庵

な
ど
を
号
と
し
た
。
文
人
・
書
家
な
ど
か
ら
は
戴
曼
公
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
浙
江
省
杭
州

仁
和
県
の
人
。

＝
六
世
は
龍
峰
（
「萩
市
史
」第
三
巻

頁
）。

【注
７
】
六
世

483

＝

頁
、

頁
注
４
参
照
。
山
名
内
膳
正
就
行
の
法
名
。
秀
就
に
殉
死
し
た
。

【注
８
・９
】傳
外
以
心
居
士

62

74

＝
福
原
出
羽
守
貞
俊
。
文
禄
二
年
癸
巳
八
月
十
五
日
卒
七
十
五
歳
。
法
名
仁
寿
宗

【
注
１
０
】
福
原
羽
州
貞
俊

仙
。

＝
福
原
越
後
守
広
俊
。
元
和
九
年
癸
亥
三
月
廿
一
日
卒
五
十
七
歳

法
名
徳
隣
宗
威
。

【注
１
１
】徳
隣
宗
成威

隠
岐
守
広
俊
の
祖
父
が
越
後
守
広
俊
。



VER.0.3「古実記」（その５）

不
分
明

昔
ハ
此
墓
郡
山
ニ
ア
リ

後
此
処
ヘ
引
ト
申
傳
候
也

一

東
分
椿
郷

ハ
開
化
帝
十
五
年
三
月
十
五
日
暁
ニ
当
郷

祇
園
社

南
山
ノ
巌
上
ニ
百
歳
の
翁
立
て
曰

郷
人
有
之

爰
ニ
来
レ

我
ハ
国
々
ヲ
守
ル

素
盞
嗚
尊
也

此
処
海
山
冷
々
シ
ク
百
姓
可
住
付
様
ナ
シ

自
今
我

す

さ

の

お

の

み

こ

と

ヒ

ヘ

ビ

ヘ

【
７
９
頁
】此

処
ニ
垂
跡
シ
安
く
可
守
と
宣
ヒ
御
姿
不
見

里
人
此
由
ヲ
椿
ノ
長

の
た
ま

者
ニ
訴
フ

則

南
山
ニ
宮
を
立
椿
の
社
と
崇
ス

此
郷
ヲ
椿
ト
云
ハ
山
頭
ニ
タ

す
な
わ
ち

ト
ヘ
難
キ
大
木
ノ
椿
有

此
木
の
霊
と
て
時
々

延
喜
帝

ア
ヤ
シ
キ
事

ア
リ

ト

云

注
１

左
遷

当
山
ノ
麓
ニ
住
玉
へ
り

如
何
の
故
に
か
此
木
を

の
時
逆
髪
親
王

給

注
２

切
給
ふ
に
木
の
下
よ
り
老
翁
出
て
無
故
此
木
を
切
事
神
慮
ニ
不
叶
ハ

ゆ

え

な

く

か

な

わ

ず

怒
ル

親
王
御
悩
と
成
り
て
終
に
死
シ

フ

諸
人

弥

恐
れ
是
を

玉給

い
よ
い
よ

祇
遠
神
也
ト
ス

改
而
祭
礼
ハ
後
ニ
尊
ク
ナ
シ

此
木
有
処
を
椿
ト
云

ま
た

祇

園

あ
ら
た
め
て

大
見
村
と
云
ハ
親
王
左
遷
の
時

里
人

敷
人
の
語
り
王
ヲ
見
タ
リ
ヤ
ト
云

珍
め
ず
ら
し
き

夫
よ
り
王
見
と
云
始
と
な
り

親
王
都
よ
り
供
奉
の
官
人
五
人
有

武
春
・

守
清
・
景
利
・
定
香
・
信
方
等
也

子
孫
絶
て
守
永
信
方
ノ
ミ
残
ル
ト
云

又
当
山
観
喜
寺
唐
ノ
観
喜
寺
ノ
僧
を
招
キ
京
木

迄
移
シ
植
シ
ト
カ
ヤ

注
３

歓

歓

経

カ

＝
二
世
は
西
庵
（「
萩
市
史
」第
三
巻

頁
）

【注
１
】二
世
梅
淑
恵
海

477

＝
円
秀
の
誤
記
（
「萩
市
史
」第
三
巻

頁
）

【
注
２
】
三
世
芳
淑

丹

秀

円
の
誤
記

477

＝
天
樹
院
開
山
、
前
南
禅
寺
言
如
円
遵
長
老
。
（
「
萩
市
史
」
第
一
巻

頁
）
本
文

頁

【
注
３
】
丹

遵
長
老

円
の
誤
記

269

65

参
照
。

＝
元
就
の
母
の
法
名
「祥
室
妙
吉
」

【注
４
】
掩
粧
祥
室
妙
吉
禅
定
尼

＝
福
原
式
部
大
輔
広
俊
女
。
文
亀
元
年
辛
酉
十
二
月
八
日
卒
。
年
三
十
四

法
名

【
注
５
】
元
就
公
御
母
公

祥
室
妙
吉＝

第
９
代
天
皇
。
孝
元
天
皇
の
子
、
崇
神
天
皇
の
父
。
神
話
時
代
の
天
皇
で
あ
り
、
年
代
不
詳
。

【注
６
】
開
化
帝

【
８
０
頁
】今

ニ
見
ナ
レ
ヌ
唐
木
多
く
残
ル
也

親
王
ノ
末
モ
観
喜
寺
ノ
住
職

歓

ヲ
渡
す

タ
リ
シ
カ
今
ハ
絶
た
り

当
山
鎮
座
八
幡
ハ
佐
々
木
高
綱
宇
治
川

先
陳
ノ
賞
に
て
頼
朝
よ
り
当
国
阿
武
郡
を
給
ふ

鎮
守
仁
治

陣

1
2
4
3

靏
岡

よ
り
安
置
也

後
寛
元
二
八
幡
宮
敷
地

四
年
三
月
十
五
日

注
１

1
2
4
4

椿
郷
中
四
至
ノ
境

を
分
チ

煩

内
・

注
２

芟

馬
等
ハ
鎌
倉
ノ
例
に
て
佐
々
木
右

し

い

し

カ
ル

ヲ

三
吉
・
吉
見
・
御
当
家
よ
り
神
馬
被
奉

當
社
ノ
證
文
・
宣
下
・
御
教
書

善

数
通
有
と
い
へ
共

万
治
ノ
比
火
災
ニ
往
古
之
分
焼
失
ス

古

ハ
祇
遠
山
ニ

こ

ろ

い
に
し
え

祇

園

社
阿
り

此
所
礎
今
ニ
残
ル

此
山
に

ハ
数
囲
ノ
大
木
・
唐
木
杯
有
シ
ト
云

此

古
い
に
し
え

等

山
時
に
お
ゐ
て
白
雉
・
白
狐
等
出
ル

孝
徳
帝
大
化
五

三
月
庚
午
朔
戊
寅

6
4

9

穴
戸
国

造
兼
祇
園
社
社
務

草
礕
連
醜
経

当
郷
ノ
内
南
の
山
ヨ
リ

あ

な

と

の

く
に
の
み
や
つ
こ
け

ん

ク
サ
カ
ベ
ノ
ム
ラ
ジ

白
雉
ヲ
取
都
に
献
ス

叡
感
不

斜

白
雉
ヲ
輿
ニ
乗
て
国
造
草
礕
へ

な
な
め
な
ら
ず

【
８
１
頁
】

＝
平
安
時
代
の
第

代

(

〜

年
）
の
こ
と
。
在
位

〜

年
。
初
め
諱
は
維

【
注
１
】
延
喜
帝

醍
醐
天
皇

60

885

930

897

930

城
（
こ
れ
ざ
ね
）
、
の
ち
に
敦
仁
（
あ
つ
ぎ
み
・
あ
つ
ひ
と
）
。
宇
多
天
皇
の
第
一
皇
子
。
母
は
内
大
臣

藤
原
高
藤
の
女
藤
原
胤
子
。
養
母
は
父
の
正
妃
藤
原
温
子
（
関
白
太
政
大
臣
基
経
の
女
）
。

人
20

に
近
い
女
御
・
更
衣
と

人
の
子
女
を
も
う
け
た
。
藤
原
時
平
・
菅
原
道
真
を
左
右
大
臣
と
し
、

36

政
務
を
任
せ
、
そ
の
治
世
は

年
の
長
き
に
わ
た
り
、
摂
関
を
置
か
ず
に
形
式
上
親
政
を
行
っ
た

34

た
め
、
後
世
「
延
喜
の
治
」
と
崇
め
ら
れ
た
。
天
皇
は
ま
た
和
歌
の
振
興
に
留
意
し
、
延
喜
５
年
（905

年
）
、
『

』
撰
進
を
紀
貫
之
ら
に
命
じ
た
。
自
身
も
和
歌
に
堪
能
で
、
勅
撰
集
に

首

古
今
和
歌
集

43

入
る
。

＝
醍
醐
天
皇
の
第
四
皇
子
、
蝉
丸
。

【注
２
】
逆
髪
親
王

＝
経
木
（
き
ょ
う
ぎ
↓
杉
・
檜
の
ど
の
木
材
を
紙
の
よ
う
に
薄
く
削
っ
た
Ｑ
も
の
）
か
。
或
い
は

【
注
３
】
京
木

喬
木
（き
ょ
う
ぼ
く
↓
高
い
木
）
の
こ
と
か
。

＝
鎌
倉
鶴
ヶ
岡
八
幡
宮
。

【
注
１
】靏
岡

＝
所
領
の
東
西
南
北
の
四
方
の
境
界
。

【注
２
】
四
至
ノ
境



VER.0.3「古実記」（その５）

賜
ハ
リ
高
祢
ト
云

桓
武
帝
一
国
ノ
一
ノ
宮
其
外
限
有

神
社
江
幣
使

ノ
時
当
社
へ
も
被
捧
ト
云

地
主
末
社
之
内
ニ
渡
唐
ノ
天
神
有
之

へ

注
１

異
ニ
曰
天
正
十
一
領
主
源
正
頼

御
影
一
幅
并
写
書

大
般
若
六
百
巻
奉

1
5

8
3

注
２

納
と
云

鳥
居
唐
金
額
椿
神
社

神
前
額
八
幡
宮
吉
田
二

筆
不
知

位
殿
筆

大
照
院
五
世
宗
珠
長
老
寄
進
棟
札
畧
之

大
旦
那

注
３

源
正
頼
・
同
廣
頼

当
郷
守
護
越
後
守
隆
家

普
請
奉
行
上
村

注
４

注
５

伊
豆
守
盛
家

大
工

川
万
六
左
衛
門

瓦
大
工
満
主
税

瓦
天
正
十
一

塩

ち

か

ら

九
月
良
辰
再
造

棟
札
万
治
二
巳
九
月
畧
之

御
判
物
頭
年
号

計
記
ス

弘
安
四
三
月

同
延
慶
三
十
一
月
三
日

元
亨
元
十
二
月
十
日

地
頭

ば
か
り

三
吉
判

御
代
官
沙
祢

観
応
元
三
月
二
日

天
和
元
八
月
十
日

三
吉

安
公

文
明
三

十
二
月
廿
二
日

弘
綱

同
十
七
年
藤
原
秀
民

永
正
三
二
月

【
８
２
頁
】大

永
二

親
吉
・
親
国
・

頼
・
胤
秀

同
八

親
吉
・
胤
栄

天
文
廿
四
年

■繁

カ

大

永

八

年

三
左
衛
門
尉
判

弘
治
四
年

越
中
守

元
亀
元
九
月
頼
貫
・
頼
主
・
頼
盛
・

頼
清
・
頼
宗

慶
長
六

九
月

三
上
淡
路
・
前
田
市
介
・
兼
重
和
泉

慶

長
十
二

六
月

三
井
善
兵
衛
・
遠
藤
六
郎
兵
衛

同
年
長
門
守
中
務
大
輔

輝
元
公
御
判
物

慶
長
十
七
卯
月
五
日

秀
就
公
同
三
通

此
外
ハ

悉
く
畧
ス

一

ハ
寛
永
十
一
戌

秀
就
公
御
建
立

龍
昌
院
二

来
迎
山
栄
周
院

1
6

3
4

＝
天
子
が
幣
帛
（礼
物
の
絹
）を
神
に
奉
る
と
き
に
差
し
遣
わ
さ
れ
る
使
者
。
奉
帛
使
。

【注
１
】
幣
使

＝
吉
見
正
頼
の
こ
と
。

【
注
２
】
源
正
頼

＝
不
詳
。

【注
３
】吉
田
二
位＝

吉
見
広
頼
。

【注
４
】
同
廣
頼

＝
不
詳
。

【注
５
】

隆

越
後
守

家

へ
御
帰
依
に
て

度
々
御
咄
ニ
被
召
出

彼
寺
久
住
故
御
願

世
大
誉
良
呑
注
１

申
隠
居
〆
今
ノ
寺
地
ヲ
賜
ふ

尊
母
栄
誉
周
慶
大
姉

ノ
二
字
ヲ
以
寺
号
ヲ

注
２

賜
ふ

後
寛
永
廿
一
申
九
月
吉
川
廣
正
御
室

秀
就
公
御
妹
御
卒
去

1
6

4
4

屋

敷

の

御

方

上
使
内
藤
筑
後

を
以
御
焼
香
ニ
導
師
被
仰
付

当
院
江
御
位
牌
安
置
也

注
３

【
８
３
頁
】良

呑
在
居
十
七
年

慶
安
四

秀
就
公
尊
骸
高
野
山
御
納

翌

1
6
5
1

御
一
周
忌
相
願

同
所
参
詣
帰
郷
ノ
砌

於
吉
野
ニ
遷
化
ス

三
月
廿
五
日
七
十

三
歳
也

一

ハ
開
基
俗
姓
大
場
平
太
・
平
景
親
子
杢
権
頭

松
林
山
端
坊

ハ
シ
ノ
ボ
ウ

景
明
也

父
死
後
継
母
之
邪
見
不
忍
見

菩
提
心
ト
ナ
リ
可
任
神
慮

男
山

じ
ゃ
け
ん
を
み
る
に
し
の
び
ず

又
如
何

八
幡
注
１

注
２

ニ
七
日
参
籠
ス

種
々
霊
夢
の
告
多
し

中
に
阿
ら
い
や
な

し
き
世
の
中
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
ツ
の
外
に
ハ
景
明
信
心

行
に
め
い
し

行
脚ｶ

命

じ

下
向
之
時

街
ノ
風
説
ニ
親
鸞
尊
上
人
ノ
念
仏
以
通
ニ
聞
へ
上
洛
シ
神
動
キ

悟
て
剃
髪
シ
弟
子
ト
成

明
源
坊
ト
云

弘
安
十

七
月
十
五
日
死

六
十

八
世

明
念

諱
ハ
景
乗

慶
安
十
一

午
九
月
七
日
死
山
口

十
一
世
明
勝

注
３

い
み
な

慶

長

カ

廿
九
歳
死
故
公
儀
江
對
シ

諱
ハ
景
治

慶
長
子

九
月
廿
九
日
横
死

注
４

注
５

い
み
な

へ

＝

【注
１
】大
誉
良
呑

＝
輝
元
側
室
、
児
玉
三
郎
右
衛
門
元
良
の
女
、
称
二
の
丸
、
慶
長
９
年
没
。

【
注
２
】
尊
母
栄
誉
周
慶
大
姉

32

歳
。
法
名
快
楽
院
栄
誉
周
慶
。
秀
就
（初
代
藩
主
）、
就
隆
（徳
山
毛
利
始
祖
）
の
生
母
。

＝
「
上
使
」
は
江
戸
幕
府
か
ら
諸
大
名
な
ど
に
上
意
を
伝
え
る
為
に
派
遣
し
た
使
者
。

【
注
３
】
上
使
内
藤
筑
後



VER.0.3「古実記」（その５）

【８４頁】

世
牌
ニ
不
立

当
寺
往
古
興
正
寺
渋
谷

境
内
草
庵
ノ
場
所
六
所

注
１

ア
リ

東
を
東
ノ
坊
と
云

中
を
中
ノ
坊
と
云

当
寺
端
に
有
ル
故
五
世
明

哲
代
よ
り
端
坊
ト
云

此
時
自
然
と
塔
末
寺
ニ
ナ
リ
興
正
寺
六
坊

ハ
シ
ノ
ボ
ウ

ニ
連
ル

山
口
道
場
ハ
九
世
明
念
代
寺
地
拝
領

元
禄
年
中
一
宇

建
立

萩
ハ
十
二
世
明
善
拝
領

慶
長
十
一
ヨ
リ
三
年
フ
リ
一
宇
建
立
後

代
再
興

末
寺
諸
国
ニ
拾
七
ヶ
国
に
千
五
百

焼
失
ス

寛
文
三

十
三
世
明
栄
注
２

余
之
内
周
防
廿
三
ヶ
寺

長
門
に
貳
百
廿
三
寺
之
内
直
末
寺
三
十
七
ヶ

寺
畧
之

御
当
地
寺
建
立
ノ
事
中
西
国
寺
多
く
折
々
下
テ
支
配
仕
度
段

永
禄
年
中
相
願

元
就
公
被
聞
召
隆
景
様
御
相
談
ニ
而

於
山
口

1
5
5
8

〜

7
0

て

寺
地
拝
領

道
場
制
札

元
就
公
御
判
物
之
処

輝
弘
山
口
乱
入

大

内

之
節
焼
失
ス

後

輝
元
公
江
趣
申
上
先
例
之
通

御
判
形
被
下
候

【
８
５
頁
】

＝
石
清
水
八
幡
宮
。

【注
１
】男
山
八
幡

＝
「あ
ら
う
れ
し
や
な
」と
か
「あ
り
が
た
や
」の
誤
記
か
。

【
注
２
】阿
ら
い
や
な＝

慶
安
は
四
年
ま
で
。
慶
長
一
一
（

）
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

【注
３
】
慶
安
一
一

1606
＝
慶
長
庚
子
５
年(

）
又
は
慶
長
壬
子

年
（

）
の
い
ず
れ
か
だ
が
、
此
処
で
は
文

【
注
４
】
慶
長
子

1600
1612

17

脈
か
ら
慶
長

年
と
考
え
ら
れ
る
。

17

＝
萩
古
実
記
未
定
之
覚
に
よ
れ
ば
、
「
（
前
略
）
天
文
二
年
一
一
世
明
勝
関
ヶ
原
陣
之
時
安

【
注
５
】
横
死

国
寺
刺
賀
治
部
七
条
へ
忍
び
来
る
隠
置
露
顕
に
て
明
勝
夫
婦
生
害
被
仰
付
寺
破
却
五
年
之
後
本

願
寺
へ
願
慶
長
八
年
六
条
之
寺
内
に
端
坊
建
立

十
三
世
明
善
御
城
下
に
一
宇
建
立
を
願
福
原

越
後
寺
を
建
立
慶
長
十
一
年
入
院

」
と
あ
る
。

＝
山
州
渋
谷
。

【
注
１
】
渋
谷

＝
「萩
市
史
」第
三
巻

頁
に
よ
れ
ば
、
第
十
三
世
は
明
琢
。

【注
２
】十
三
世
明
栄

465

秀
元
様
山
口
御
座
候
時
分

寺
社
制
札
御
改
之
節

此
制
札
被
召
上
候

毛

利

御
見
合
之
内

長
府
江
御
動
座

終
に
御
戻
シ
不
被
成
候

慶
長
六
・
七
ノ
比
よ
り

へ

こ
ろ

十
二
・
三
年
之
比
迄
ハ
端
坊
御
用
所
ニ
御
借
被
成

佐
世
石
見
守
殿

寺
中

注
１

こ

ろ

代
色
々
申
上
候
へ
共

御
止
宿
也

石
州
御
状
等
所
持
仕
候

其
節
制
札
御
戻
シ

無
其
義

佐
世
殿
判
形
に
て
慶
長
六

五
月
十
五
日
御
制
札
被
下

尓
来
御

・
佐
世
殿
・
安
国
寺
等
ノ
書
状
段
々
所
持
也

当
役
御
制
札
申
受
候

堅
田
殿
注
２

恵

瓊

此
他
御
判
物
等
段
々
所
持
也

慶
長
五

関
ヶ
原
乱
之
時

安
国
寺
并

1
6

0
0

輝
元
公
ノ
御
供
仕
端
坊
江
御
頼
ニ
付

無

拠
両
三
度

刺
賀
治
部
左
衛
門
注
３

よ
ん
ど
こ
ろ
な
く

御
危
難
を
奉
救
候

然

処
秀
頼
公
関
東
へ
御
退
後
テ
諸
士
代

板

し
か
る
と
こ
ろ

所

司

代

倉
伊
賀
守
御
下
知
ニ
テ
明
勝
夫
婦
厳
重
ノ
被
及
切
害

数
代
之

古
跡
一
時
ニ
中
絶

什
書
・
寺
宝
等
紛
失
仕

依

之
京
都
寺
中
ハ
上
下
共

こ
れ
に
よ
っ
て

【
８
６
頁
】住

居
難
成

御
当
家
を
頼
罷
下
り
候

後
本
山
よ
り
断
相
済

京

端
坊
建
立

如

前
相
成
候

猶
金
吾
中
納
言
殿
御
簾
中

を
御
取
返

諸

注
１

ま
え
の
ご
と
く

小

早

川

秀

秋

大
名
之
間
相
応
之
御
縁
談
無
之
処

明
善
心
遣
を
以
興
正
寺
御
跡
へ

御
輿
入
候

右
廉
々
申
上

於
萩
寺
地
拝
領

寺
建
立

京
・
萩
・
山
口
兼
帯

住
職
仕
候

当
寺
時
鐘

は
寺
中
茶
所
ニ
鐘
を
釣
様
ニ
普
請
仕
処

注
２

＝
寄
組
佐
世
元
嘉
。
３
９
９
７
石
余
（
熊
毛
、
田
布
施
）
石
見
守
、
長
門
守
、
与
三
左
衛

【
注
１
】
佐
世
石
見
守
殿

門
。
霖
斎
、
宗
孚
。
元
和
５
年
没
。

歳
。
慶
長
５
年
〜
同

年

月
ま
で
当
職
。

75

12

12

＝
寄
組
堅
田
元
慶
。
６
１
２
６
石
余
（
都
濃
郡
湯
野
戸
田
莇
地

先
大
津
日
置
等
）初
正
勝
、
粟

【
注
２
】堅
田
殿

屋
弥
十
郎
、
主
膳
正
、
兵
部
少
輔
、
大
和
守
。
従
五
位
下

薙
髪
蒲
庵
。
元
和
８
年
没
。

歳
。

55

刺
賀
治
部
少
輔
長
信
（

年
代
の
人
）
姓
源

本
名
武

【
注
３
】
刺
賀
治
部
左
衛
門
＝
萩
藩
大
組
、

-
1550

田
。
石
州
阿
濃
郡
刺
賀
郡
の
豪
族
で
大
内
氏
に
属
し
、
後
毛
利
元
就
に
属
し
た
。
新
羅
三
郎
義
光

後
胤
武
田
太
郎
信
義
末
孫＝

意
味
不
明
。
秀
頼
は
秀
就
の
誤
り
か
。
関
東
へ
御
退
後
と
は
何
時
の
こ
と

【
注
４
】
秀
頼
公
関
東
へ
御
退
後
テ

か
。



VER.0.3「古実記」（その５）

被
成
御
聞

山
名
源
七
被
差
越

此
節
市
中
時
鐘
御

毛
利
八
郎
左
衛
門
殿
注
３

た
さ
せ

可
被
成
由
ニ

沙
汰
有
之

幸
其
元
鐘
楼
出
来
之
由

於
分
別
ハ
御
見

注
４

御

見

立

て

さ

せ

カ

付

御
請
仕
候

普
請
成
就
之
上
鐘
懸
り
候

貞
享
三
寅
七
月
朔
日

時
鐘
を
釣
ル

銘
名
明
琢
へ
被
仰
付
凡
弐
百
八
十
余
字
畧
之

貞
清
松
林
山
十
三

世
釈
明
琢

謹
正
馬
勝
ヲ
除
ケ
十
三
世
ト
ス

実
ハ
十
四
世
也

御
判
物

類
隆
景
公
之
分
数
通

道
増
・
福
原
越
後
・
安
国
寺
・
佐
世
石
見

【
８
７
頁
】堅

田
兵
部
其
外
ア
リ

禁
制
端
坊
道
場

一

狼
藉
之
事
・
一

竹
木

採
用
之
事
・
一

寄
宿
之
事

右
条
々
堅
被
停
止

若
於
違
犯

之
輩
者

忽
可
処
厳
科
之
旨

依
仰
下
知
如
件

慶
長
六

五

月
十
五
日
石
見
守

残
り
八
枚
文
言
同
じ

寛
永
六

四
月
朔
日
玄
蕃
頭

正
保
弐

十
一
月
三
日
淡
路
守

慶
安
元
正
月
備
後
守

承
応
弐

六
月
朔
日
安
房

万
治
弐
十
二
月
朔
日
遠
江

寛
文
六

五
月
朔
日

宮
内

延
宝
弐
六
月
朔
日
隠
岐

一

大
同
年
中
建
立
ト
傳
レ
共

宗
旨
本
寺
不
知

潮
音
山
観
音
院

8
0
6

〜

8
0
9

永
禄
年
中
今
寺
再
興

一
傳
得
公
座
元
を
中
興
開
山
ト
ス

永
禄
十
三

午
二
月
廿
七
日
寂
ス

二
世
乾
叟
貞
公
ヨ
リ
洞
春
寺
末
寺
ト
成

一

本
尊

釈
迦
唐
佛
・
一

寺
内

十
一
面
観
音
木
佛

往
古
当
浦
浦
人
沖
ニ
テ

拯

注
１

じ
ょ
う

＝
小
早
川
秀
秋
室
、
長
寿
様
。
三
丘
宍
戸
元
秀
の
末
娘
、
宍
戸
備
前
守
元
続

【
注
１
】
金
吾
中
納
言
殿
御
簾
中

の
妹
。
輝
元
公
為
養
女

嫁
筑
前
太
守
金
吾
中
納
言
秀
秋
卿

秀
秋
卿
没
後
帰
毛
利
家

再
稼
興
正
寺

門
跡
準
尊
（
七
条

御
東
御
局
）
慶
安
４
年
卒
。
法
名
長
寿
院
釈
妙
尊
。

＝
鐘
楼
は
貞
享
３
年
３
代
藩
主
吉
就
初
入
国
に
当
た
り
、
時
鐘
用
と
し
て
寄
進
建
立
。
修
理
は
藩

【注
２
】
時
鐘

が
行
う
が
、
年
々
現
米

石
を
扶
持
し
て
常
に
二
名
の
鐘
撞
を
置
き
、
諸
士
か
ら
は
時
鐘
料
を
徴
収
し

15

た
。
有
形
文
化
財
。

＝
右
田
毛
利
八
郎
左
衛
門
雅
信
。

【注
３
】
毛
利
八
郎
左
衛
門

＝
「御
見
立
て
さ
せ
」
か
。

【
注
４
】
御
見
た
さ
せ

【
８
８
頁
】網

よ
り
引
上

当
寺
寄
附
ト
云

一

御
免
地
御
正
拠
物

慶
長
十
二

七
月
三
井
善
兵
衛
・
遠
藤
十
兵
衛
裏
ニ

長
門
守
判

一

往
古
石
州
銀
山
ニ
テ
薬
師
寺
ト
云

慶

宝
塔
山
神
宮
寺
吉
祥
院

長
年
中
防
州
一
ノ
坂
銀
山

出
来

為
祈
願
所
引
寺

改
神
宮
寺
ト

注
１

元
和
年
中
萩
江
引
寺

夷
町
寺
領
拝
領
建
寺
ト
申
傳
フ

石
州
よ
り

一
ノ
坂
・
萩
迄
ハ
住
持
薬
師
寺
七
世
良
盛
法
印

当
寺
開

注
２
同
寺
六
世
光

盛

弟

子

也

代

今
ノ
所
江
引
寺
也
・
一

本
尊
毘

山
ト
ス
・
一

元
禄
之
比
六
世
宥
遍
注
３

こ
ろ

作
共

又
一
ノ
坂
ヨ
リ
ホ
リ
出
候
共
・
一

薬
師

沙
門
運
慶
作

又
毘
首
羯
摩
注
４

び

し

ゅ

か

つ

ま

堀

石
州
薬
師
寺
本
尊
の
由
・
一

子
易
観
音

聖
徳
太
子
作
縁
起
ア
リ

注
５

子

安

畧
之

寛
文
十
六

・
一

唐
筆
マ
ン
ダ
ラ

後
鳥
羽
帝
ノ
絵

注
６
卯
六
月
良
盛
記
之

畧

之

其
外
多
し

【
８
９
頁
】

長
州
藩
成
立
期
に
、
壮
大
な
萩
城
と

【
注
１
】
一
ノ
坂
銀
山
＝
山
口
市
宮
野
上
字
金
山
に
銀
山
跡
が
あ
る
。

城
下
町
の
建
設
、
参
勤
交
代
制
、
幕
府
の
普
請
役
の
負
担
な
ど
の
財
政
面
に
寄
与
し
た
。
萩
往
還

は
銀
山
入
り
口
を
通
る
。

＝

【注
２
】
良
盛
法
印

＝

【注
３
】
宥
遍

＝
毘
首
羯
摩
は
帝
釈
天
の
弟
子
と
さ
れ
る
伝
説
上
の
人
物
で
、
仏
師
の
祖
と
も
さ
れ
る
こ
と

【注
４
】
毘
首
羯
摩

か
ら
、
「毘
首
羯
摩
の
作
」と
伝
承
さ
れ
る
仏
像
は
各
地
に
多
い
。

＝
（こ
や
す
か
ん
の
ん
）
妊
婦
の
安
産
を
守
護
す
る
観
音
。

【注
５
】
子
易
観
音

＝
寛
文
は

年
迄
し
か
な
い
。
寛
永
十
六
の
誤
り
と
考
え
る
。

【注
６
】
寛
文
十
六

1
6

3
9

12

＝
「

」は
た
す
け
る
、
す
く
う
、
あ
げ
る
等
の
意
。
海
か
ら
拾
い
上
げ
た
観

【注
１
】
寺
内

十
一
面
観
音
木
佛

拯

拯

音
と
い
う
意
味
か
。



一

開
基
日
典
上
人

ハ
下
綱
妙
法
花
経
寺
十
一
代
ニ
て

後
ニ

松
原
山
法
花
寺

注
１

華

総

同
国
成
就
院
ニ
退
院
ス

後
ニ
心
願
有
て

天
正
之
比

西
国
江
下
ル

廣
嶋
ニ

こ
ろ

へ

居
ス

輝
元
公
御
招
請

無
双
之
霊
宝
持
参
ニ
て
当
所
滞
留

珍
重
候

此
度
我
等
勝
利
祈
念
可
頼
と
御
意
ニ
て
祈
祷
仕
由

申
傳
ふ

当
国
御
打
入
後

御
跡
を
慕
ひ
当
地
ニ
小
庵
を
営
ミ

今
ノ
寺

日
典
諸
檀

ニ
付
〆
曰

我
正
中
山

ニ
有
テ

号
也

慶
長
八
・
九
の
比
ト
云

注
２

注
３

こ
ろ

常
に
西
国
ニ
寺
建
立
シ

東
西
ニ
法
流
を
弘
メ
ン
ト
誓
願
ス

依
之
祖
師

宝
物
持
参
ス

正
中
山
ハ
本
妙
寺

法
花
寺

ノ
三
寺
を
合
テ

已
来
ノ

経
王
寺

注
４

注
５

注
６

・

・

妙
法
花
経
寺
と
云
ヲ

爰
に
留
る
事
結
縁
ノ
地
也

東
西
ニ
ハ
霊
帰
甚
願

也

注
７

法
花
寺
名
と
云
也

三
世
日
秋

代

本
寺
へ
参
詣
ノ
望
阿
れ
共

遠
国
故

注
８

不
叶

京
本
法
寺

宮
末
と
相
成
ル

霊
宝
日
蓮
大
菩
薩
名
号
一
幅

後

注
９

＝
千
葉
中
山
の
法
華
経
寺
第
十
一
世
。
住
職
を
辞
し
て
成
就
院
に
隠
居
し
て
い
た
が
、
西
国

【
注
１
】
日
典
上
人

教
化
の
願
い
を
も
っ
て
廣
嶋
に
下
が
っ
て
き
た
時
、
輝
元
の
帰
依
を
受
け
、
萩
築
城
の
時
法
華
寺
を
建
立

し
た
。＝

【
注
２
】
諸
檀

＝
千
葉
中
山
の
法
華
経
寺
の
山
号
。
同
寺
は
鎌
倉
時
代
日
蓮
聖
人
が
最
初
に
開
い
た
寺
。
千

【
注
３
】
正
中
山

葉
県
市
川
市
中
山
２
―
１
０
―
１
。
日
蓮
は
幾
度
と
無
く
迫
害
を
受
け
た
が
、
千
葉
氏
家
臣
富
木
常
忍

や
太
田
乗
明
が
八
幡
荘
に
日
蓮
を
迎
え
保
護
し
た
。
常
忍
は
、
日
蓮
の
た
め
に
若
宮
の
自
邸
に
法
華
堂

を
造
営
し
安
息
の
場
や
紙
筆
を
提
供
し
執
筆
を
助
け
た
。
日
蓮
没
後
、
常
忍
は
出
家
し
自
邸
の
法
華
堂

を

と
改
め
初
代
住
持
・
常
修
院

と
な
り
、
日
蓮
の
有
力
な
檀
越
で
あ
っ
た
乗
明
の
子
日
高

法
花
寺

日
常

は
、
父
の
屋
敷
を

と
し
２
代
目
住
持
と
な
っ
た
。
日
高
以
来
代
々
の
住
持
は
本
妙
寺
と
法
花
寺

本
妙
寺

の
両
寺
の
兼
務
が
慣
わ
し
と
な
っ
て
い
る
。
天
文

年
古
河
公
方
足
利
晴
氏
よ
り
「
諸
法
華
宗
之
頂
上
」

て
ん
も
ん

14

と
い
う
称
号
が
贈
ら
れ
「法
華
経
寺
」
と
い
う
寺
名
が
誕
生
し
、
法
花
寺
と
本
妙
寺
の
両
寺
を
合
わ
せ
一

つ
の
寺
院
に
な
っ
た
。

＝
注
３
参
照
。

【注
４
】
本
妙
寺

＝
注
３
参
照
。

【注
５
】
法
花
寺

＝
千
葉
県
市
川
市
国
分
２
丁
目
２
２
の
７
。

【
注
６
】経
王
寺

＝

【注
７
】
霊
帰
甚
願

＝
法
華
寺
第
三
代
。
日
秋
住
職
の
時
、
明
暦
四
年
法
華
寺
騒
動
起
こ
る
。
当
寺
で
渡
辺
宣
の
父
が

【
注
８
】日
秋

1
6

5
8

山
村
松
庵
と
囲
碁
を
打
っ
て
争
い
、
負
傷
後
死
亡
し
た
た
め
、
宣
が
父
親
の

回
忌
に
当
寺
の
門
前
で
仇

17

討
ち
を
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
西
向
き
は
縁
起
が
悪
い
賭
し
て
寺
地
を
広
め
、
南
向
き
に
再
建
し
た
。

＝
京
都
市
上
京
区
の
寺
之
内
に
あ
る
日
蓮
宗
の
本
山
（
由
緒
寺
院
）
。
山
号
は
叡
昌
山
。
本
尊

【
注
９
】
本
法
寺

【
９
０
頁
】光

厳
帝

勅
筆

御
時
大

旱
ニ
付
妙
顕
寺

二
世
大
覚
上
人

へ
勅
宣

注
１

注
２

注
３

こ
う
ご
ん

ひ
で
り

於
徳

川
祈
雨
召
感
ア
リ

依
之
大
覚
ヲ
被
任
僧
正

日
蓮
を
大
菩
薩
と
直
ニ

桂
川
の
誤
記

可
称
由

日
本
一
幅
ノ
霊
宝
也

一

三
十
番
神

之
絵
一
幅
日
蓮
ノ
筆

伊
豆

注
４

玉
沢

法
花
寺
ニ
一
幅
有
之

水
鏡
ノ
絵
二
幅

日
蓮
自
身
ノ
形
ヲ
水
ニ
写
シ

注
５

一
代
三
幅
調
へ
正
身
の
日
蓮
と
可
思
と
て
調
て
置
給
ふ

一
巾
ハ

正
中
山
四
院
家

之
内

淨
光
院
に
有
之

一

大
ま
ん
た
ら
一
幅
正
中
山
ノ

注
６

開
山
之
祖
師
直
弟
日
常

筆
也

世
に
同
筆
之
由
有
之

是
程
大
巾
外
ニ

注
７

無
之

以
下
畧
之

一

往
古
ハ
一
本
松
古
跡

之
処

及
頽
破
世
牌
等
不
分

永
椿
山
長
蔵
寺

注
８

明

慶
長
の
比

今
の
松
雲
院
ノ
地

に
移
る

正
屋
慶
因
和
尚

建
立

注
９

注
１
０

こ
ろ

故

是
を
開
山
と
す

二
世
信
明
改

而
寛
永
六
天
樹
院
派
下

あ
ら
た
め
て

は
十
界
曼
荼
羅
。
洛
中
法
華

ヶ
寺
（現
在
は

ヶ
寺
）
の
ひ
と
つ
で
、
本
阿
弥
家
と
長
谷
川
等
伯
ゆ
か

21

16

り
の
寺
と
し
て
知
ら
れ
る

。
天
文
５
年
本
法
寺
は
、
「天
文
法
華
の
乱
」で
他
の
法
華
宗
寺
院
と
同
じ
く

1
5
3
6

一
時
期
堺
へ
避
難
す
る
が
、
法
華
（
日
蓮
）
宗
本
山
の
帰
洛
が
許
さ
れ
一
条
堀
川
（
現
晴
明
神
社
あ
た

り
）
に
再
建
。
更
に
天
正

年
豊
臣
秀
吉
の
聚
楽
第
造
営
に
あ
た
り
、
強
制
的
に
替
地
と
し
て
与
え
ら

1
5
8
7

15

れ
た
現
在
地
へ
移
転
し
た
。
こ
の
移
転
工
事
を
監
督
し
た
の
が
本
阿
弥
光
悦
。
そ
の
後
の
天
明
８
年
の
大

火
に
よ
り
堂
宇
の
殆
ど
を
焼
失
し
た
が
、
暫
時
再
建
さ
れ
現
在
の
堂
宇
と
な
っ
て
た
。
本
法
寺
の
見
所

は
、
本
阿
弥
光
悦
作
と
さ
れ
る
枯
山
水
庭
園
「三
つ
巴
の
庭
」。
光
悦(

〜

)

は
書
画
や
工
芸

1558
1637

に
秀
で
た
芸
術
家
。
徳
川
家
康
か
ら
鷹
峰
一
帯
の
地
を
寄
進
さ
れ
、
広
大
な
芸
術
村
を
造
営
。
ま
た
先

祖
の
菩
提
を
と
む
ら
う
光
悦
寺
も
建
立
し
て
い
る
。
本
法
寺
の
墓
地
に
は
、
本
阿
弥
家
一
族
や
長
谷
川

等
伯
ら
の
墓
が
あ
る
。
ま
た
、
展
示
館
に
は
長
谷
川
等
伯
筆
に
よ
る
総
丈
約

米
の
「
佛
涅
槃
図
」
（
重

10

＝
北
朝
第
一
代
天
皇
。
（
１
３
１
３
〜
１
３
６
４
）
在
位
１
３
３
１
〜
１
３
３
３
。

【注
１
】
光
厳
帝

京
都
市
上
京
区
寺
之
内
通
新
町
西
入
妙
顕
寺
前
町

に
あ
る
日
蓮
宗
の
大
本
山
。
山

【
注
２
】
妙
顕
寺
＝

514

号
は
具
足
山
。
塔
頭
が
九
院
あ
る
（
久
本
院
、
十
乗
院
、
泉
妙
院
、
法
音
院
、
恩
命
院
、
善
行
院
、

本
妙
院
、
實
成
院
、
教
法
院
）
。
元
亨
元
年
日
像
が
後
醍
醐
天
皇
よ
り
寺
領
を
賜
り
、
京
都
に
お

1
3

2
1

け
る
日
蓮
宗
最
初
の
道
場
と
し
て
御
溝
傍
今
小
路
に
妙
顕
寺
を
建
立
。
建
武
元
年
後
醍
醐
天
皇

1
3

3
4

VER.0.3「古実記」（その５）



【
９
１
頁
】

よ
り
綸
旨
を
得
て
勅
願
寺
と
な
る
。
２
世
妙
実
の
時
、
暦
応
４
年

興
国
２
年
に
四
条
櫛
笥
に
移

/
1

3
4

1
転
。
さ
ら
に
明
徳
４
年
三
条
坊
門
堀
川
に
移
転
し
妙
本
寺
と
改
称
す
る
が
、
永
正

年
（

）

1519
1

3
9

3

16

元
の
寺
名
に
戻
っ
た
。
日
蓮
宗
の
洛
中
法
華

ヶ
寺
の
中
心
と
し
て
栄
え
る
が
、
天
文
５
年
天
文
法

1
5
3
6

21

華
の
乱
で
焼
失
し
、
堺
に
避
難
す
る
。
天
文

年
（

）
帰
洛
を
許
さ
れ
二
条
西
洞
院
に
再
建

1542

11

1583
1788

し
た
。
天
正

年
（

年
）
に
豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
り
、
現
在
の
地
に
移
転
。
天
明
８
年
（

11

年
）天
明
の
大
火
で
焼
失
し
た
が
そ
の
後
再
建
さ
れ
た
。

＝
関
白
近
衛
経
忠
卿
の
子
と
も
、
又
一
説
に
は
御
醍
醐
天
皇
の
皇
子
と
も
い
わ
れ
る
。

才

【
注
３
】大
覚
上
人

17

の
時
、
日
像
聖
人
の
説
法
に
強
い
感
銘
を
受
け
大
覚
門
跡
の
地
位
を
す
て
て
門
下
と
な
り
、
師
に
代
っ

て
遠
く
畿
南
、
中
国
、
関
東
と
遊
化
し
教
線
を
拡
張
し
た
。
延
文
三
年
の
大
千
魃
に
後
光
厳
帝
よ
り
祈
雨

1
3

5
8

を
命
ぜ
ら
れ
、
一
門
を
引
き
つ
れ
て
桂
川
の
辺
り
で
祈
る
と
、
慈
雨
が
沛
然
と
降
り
始
め
数
日
つ
づ
い
て

田
畑
が
す
っ
か
り
潤
い
、
万
民
は
大
い
に
歓
喜
し
、
朝
廷
で
は
特
に
そ
の
功
を
嘉
賞
し
て
宗
祖
に
大
菩
薩

号
を
、
日
朗
、
日
像
聖
人
に
菩
薩
号
を
大
覚
上
人
に
は
大
僧
正
を
賜
っ
た
。

＝
旧
暦
の
１
ヶ
月

日
の
間
、
毎
日
交
代
で
国
家
や
国
民
を
守
る
三
十
の
神
々
の
こ
と
。
仏

【
注
４
】
三
十
番
神

30

教
の
本
地
垂
迹
思
想
（
仏
が
国
土
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
で
現
れ
る
と
い
う
思
想
）
か
ら
起
こ
る
。
信
仰

三
十

番
神
は
伝
教
大
師
、
最
澄
が
比
叡
山
に
初
め
て
祀
っ
た
と
さ
れ
平
安
時
代
末
に
は
一
般
に
広
が
り
、
鎌

倉
時
代
に
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
日
蓮
宗
寺
院
に
三
十
番
神
像
が
多
く
祀
ら
れ
る

の
は
京
都
開
教
の
日
像
上
人
が
、
神
祇
信
仰
の
盛
ん
な
京
都
で
の
布
教
に
苦
労
し
て
い
た
折
、
当
時
、
比

叡
山
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
番
神
を
布
教
の
た
め
に
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
三
十
番
神
像
は
日
蓮
宗

寺
院
に
多
く
見
ら
れ
、
殆
ど
が
室
町
時
代
以
降
の
作
品
。
神
道
に
天
地
擁
護
・
内
侍
所
・
王
城
守
護
・吾

国
守
護
の
三
十
番
神
、
こ
の
他
に
禁
闕
守
護
・
如
法
経
守
護
の
番
神
、
日
蓮
聖
人
の
法
華
経
守
護
三
十

番
神
、
慈
覚
大
師
の
如
法
経
守
護
番
神
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
る
。
功
徳
は

国
土
安
穏
・寺
院
興
隆
・
行
者

守
護
。

＝
静
岡
県
三
島
市
玉
沢
。
日
蓮
宗
の
本
山
で
日
昭
上
人
に
よ
り
鎌
倉
で
創
建
さ

【
注
５
】
伊
豆
玉
沢
法
華
寺

れ
、
江
戸
時
代
に
今
の
地
へ
移
さ
れ
た
。
重
要
文
化
財
の
絹
本
著
色
絵
曼
荼
羅
、
日
蓮
上
人
像
が
あ
る
。

春
は
桜
・秋
は
紅
葉
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
。

＝
千
葉
中
山
法
華
経
寺
の
護
国
山
安
世
院
、
玄
妙
山
本
行
院
（
什
師
屋
敷
）
、
浄
光

【
注
６
】
正
中
山
四
院
家

院
、
法
宣
院
を
称
し
て
「四
院
家
」
と
云
。

＝

頁
注
３
参
照
。

【注
７
】日
常

89

＝
濁
淵
一
本
松
。

【
注
８
】
一
本
松
古
跡

＝
南
陽
山
松
雲
院
。
初
め
平
安
寺
。
元
和
九
年
建
立
。
濁
淵
。

【注
９
】
松
雲
院
ノ
地

＝
長
蔵
寺
開
山
。

【
注
１
０
】
正
屋
慶
因
和
尚

比

九
州
ノ
使
者
濁
淵
洪
水
之
節

当
寺
ニ

信
明
代

大
照
院
様
ノ

毛

利

秀

就

こ
ろ

注
１

立
宿
之
段
被
聞
召

御
咸
亦
御
座
候
由

度
々
被
懸
御
腰
ヲ
候

寺
敷

感
カ

三
石
六
斗
余
之
所
被
遣

御
除
後
寺
見
苦
敷

可
立
替
由
被
仰

竹

木
等
大
分
集
り
拝
所

清
光
寺
炎
上

ニ
付

大
竹
木
御
借
用

注
２

拝

領

カ

後
御
断
申
上
御
銀
子
等
拝
領
ニ
而
立
チ
替
リ
候

一

天
和
の
比
堀
内
松
雲
院
炎
上

当
寺
を
正
雲
院
と
御
改

御
位
牌

注
３

こ
ろ

御
移

当
寺
丗
世
利
峰

を
直
様
松
雲
院
住
職
被
仰
付
候

後
今

注
４

五

世

カ

の
所
拝
領

松
雲
院
右
ノ
辻
ニ
て
御
除
被
遣

銀
百
枚
・
竹
木
・
其
外
拝
領

寺
建
立
也

一

抱
観
音
院
黄
金
佛
壱
尺
三
寸
大

元
ノ
□
続

作

注
５

聲

縁
起
畧
之

凡
百
六
拾
余
字

山
田
龍
蔵

慶
寅
小
春
月

注
６

浙
西
弟
四
子
沉
□
謹
読
ト
ア
リ

猿
猴
ノ
手
形
板
行

一
枚

注
７

は
ん
こ
う

【９２頁】

右
寛
永
年
中
大
谷
口

ニ
在
寺
ノ
時

大
水
故
近
辺
ノ
牛
馬
ヲ
中

注
１

繋
ク
所
ニ
猿
猴
来
り

件
ノ
牛
ノ
綱
を
身
ニ
巻
て
水
江
引
込
を
見

へ

付

打
擲
し

其
後
向
後
牛
馬
を
守
議
仰
候
故

介
命
可
申
と

申
候
得
者

手
を
差
出
し
手
形
を
仕
候

夫
を
板
行
に
し
牛
馬

祈
祷
之
節
手
形
を
押
差
出
置
く
と
申
傳
也

秘
笈
灞
城
故
實
雑
録
終

＝
意
味
不
明
。
「寺
領
」か
。

【注
１
】
寺
敷

＝
寛
永
２
年
（

）

月
１
日
と
万
治
２
年
（

）３
月

日
の
二
回
。

【
注
２
】
清
光
寺
炎
上

1634
1659

11

11

＝
天
和
２
年
（

）３
月

日
堀
内
の
大
火
に
よ
り
焼
失
。
濁
淵
へ
移
転
し
た
。

【注
３
】松
雲
院
炎
上

1682

24

＝
松
雲
院
と
改
名
し
住
職
と
な
っ
た
の
は
五
世
利
峰
。
（萩
市
史
第
三
巻

頁
）

【注
４
】
利
峰

475

＝
不
詳
。
（
元
の
仏
師
の
名
前
か
）

【注
５
】□
続

＝
不
詳
。

【注
６
】
山
田
龍
蔵

＝
（は
ん
こ
う
）
版
木
に
彫
り
、
印
刷
し
て
世
に
出
す
こ
と
。
版
行
。

【
注
７
】板
行

VER.0.3「古実記」（その５）



【
９
３
頁
】

注
１

文
化
五

辰

磯
部
権
左
衛
門

十
月
写

【
完
】

＝
大
屋
口
。
萩
城
下
町
を
固
め
る
「諸
口
」
（
松
本
口
、
須
佐
口
、
大
屋
口
、
川
上
口
、
玉
井
口
、

【
注
１
】大
谷
口

小
原
口
の
六
個
所
＝
御
法
度
書
控
）
の
一
つ
。
万
治
制
法
で
は
鶴
江
口
、
松
本
口
、
龍
蔵
寺
か
け
口
、
切

口
か
け
口
、
大
屋
坂
口
、
桜
渡
り
上
り
、
玉
江
渡
り
上
り
の
七
個
所
。

＝
人
物
不
詳
。

【注
１
】
磯
部
権
左
衛
門

VER.0.3「古実記」（その５）


